
政
令
第

号

海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
海
岸
法
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
六
条
第
二
項
並
び
に
同
法
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
二
条
の
二
第
三
項
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工

事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
七
条
第
三
項
及
び
第
八
項
、
福
島
復
興
再
生

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
三
条
第
三
項
並
び
に
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
三
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
海
岸
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

海
岸
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

海
岸
保
全
施
設
の
整
備
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

海
岸
保
全
施
設
の
新
設
又
は
改
良
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項



海
岸
保
全
施
設
を
新
設
又
は
改
良
し
よ
う
と
す
る
区
域

(1)

海
岸
保
全
施
設
の
種
類
、
規
模
及
び
配
置

(2)

海
岸
保
全
施
設
に
よ
る
受
益
の
地
域
及
び
そ
の
状
況

(3)
ロ

海
岸
保
全
施
設
の
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

海
岸
保
全
施
設
の
存
す
る
区
域

(1)

海
岸
保
全
施
設
の
種
類
、
規
模
及
び
配
置

(2)

海
岸
保
全
施
設
の
維
持
又
は
修
繕
の
方
法

(3)

第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
号
中
「
第
二
条
の
三
第
四
項
」
及
び
「
同
条
第
五
項
」
の
下
に
「
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
三
十
一
号
を
第
三
十
六
号
と
し
、
第
二
十
二
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
を
五

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
四

法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
勧
告
し
、
又
は
公
表
す
る
こ
と
。

二
十
五

法
第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
。

二
十
六

法
第
二
十
一
条
の
三
第
三
項
並
び
に
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
二
第
二
項
及
び
第
三
項



の
規
定
に
よ
り
損
失
の
補
償
に
つ
い
て
損
失
を
受
け
た
者
と
協
議
し
、
及
び
損
失
を
補
償
す
る
こ
と
。

第
一
条
の
五
第
一
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
三

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
操
作
規
則
を
定
め
、
及
び
同
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

十
四

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
操
作
規
程
を
承

認
し
、
及
び
同
条
第
三
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
関
係
市
町
村
長
の
意

見
を
聴
き
、
又
は
同
条
第
四
項
（
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
条
第
二

項
に
規
定
す
る
者
と
協
議
す
る
こ
と
。

第
一
条
の
五
第
二
項
中
「
前
項
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
二
十
八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
」
を
「
第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二

十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
」
に
、
「
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
及
び
第
三
十
号
」
を
「
第
二
十
九
号
、
第
三

十
号
及
び
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、



第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第

三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
第
二
十
一
条
第
四
項
」
の
下
に
「
、
第
二
十
一
条
の
三
第
四
項
」
を
加
え
る
。

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関
す
る

法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十
八

号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
」
を
「
第

十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
」
に
、
「
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
若
し
く
は
第
三

十
号
」
を
「
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
若
し
く
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
二
十
二

号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。



第
十
六
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
」
を
「
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十
五

号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
二
十
八
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
三
号
ま
で
及
び
第
三

十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
号
、
第
二
十
六
号
」
を
「
、
第
十
五
号
、
第
十
六
号

、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
二
十
七
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十
五

号
」
に
改
め
る
。

（
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
四
年
政
令
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十
八
号

か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
」
を
「
第
十

九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
」
に
、
「
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
若
し
く
は
第
三
十

号
」
を
「
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
若
し
く
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十

号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
二
十
二
号

、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。



（
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
三
項
中
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
」
を
「
第
一
条
の
五
第
一
項
第
二
十

八
号
か
ら
第
三
十
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
七
号
、
第
十
八
号
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
」
を
「

第
十
九
号
、
第
二
十
号
、
第
二
十
三
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
」
に
、
「
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
若
し
く
は
第

三
十
号
」
を
「
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
若
し
く
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第

二
十
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
、
第
十
四
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
、
第
二
十

二
号
、
第
二
十
四
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
四
号
又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
六
号
」
を
「
、
第
十
五
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
、
第
二
十

五
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
、
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
二
十
八
号
ま
で
及
び
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
三
号
ま
で
及
び
第

三
十
五
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
号
、
第
二
十
六
号
」
を
「
、
第
十
五
号
、
第
十
六

号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
二
十
七
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
二
号
又
は
第
三
十



五
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
六

年
十
二
月
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
海
岸
法
施
行
令
第
一
条
の
二
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
平
成
二
十

八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
方
自
治
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
土
木
施
設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に
係
る
工
事
の
国
等
に
よ
る
代
行

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
百
十
四
号
）
の
項
及
び
大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成
二
十
五
年
政
令
第
二
百
三
十
七
号
）
の
項
中
「
か
ら
第
十
四
号
ま
で
、
第
二
十
号
、
第
二
十
六
号
」
を
「
、
第
十
五

号
、
第
十
六
号
、
第
二
十
二
号
、
第
二
十
五
号
、
第
三
十
一
号
」
に
、
「
第
二
十
七
号
又
は
第
三
十
号
」
を
「
第
三
十
二
号

又
は
第
三
十
五
号
」
に
改
め
る
。



理

由

海
岸
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
主
務
大
臣
が
直
轄
工
事
を
施
行
す
る
場
合
に
海
岸
管
理
者
に
代

わ
っ
て
行
う
権
限
を
追
加
す
る
等
海
岸
法
施
行
令
そ
の
他
関
係
政
令
の
規
定
の
整
備
を
行
う
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


